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３ 外国語教育の充実

グローバル化が急速に進展する中で、外国語によるコミュニケーション能力は、

これまでのように一部の業種や職種だけでなく、生涯にわたる様々な場面で必要と

されることが想定され、その能力の向上が求められており、本県が進める「学びの

変革」においても重点的に取り組んでいく。

（１）外国語教育に求められるもの

外国語によるコミュニケーションを図る資質・能力を育成するためには、児童

生徒が外国語の語彙や表現等の知識を理解した上で、コミュニケーションを行う

目的や場面、状況などに応じて、主体的に外国語を用いて、表現したり伝え合っ

たりする言語活動を充実させることが重要である。

外国語の学習については、平成 28 年 12 月 21 日付け「幼稚園、小学校、中学校、

高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について

（答申）」において、「学年が上がるにつれて児童生徒の学習意欲に課題が生じる

といった状況や、学校種間の接続が十分とは言えず、進級や進学をした後に、そ

れまでの学習内容や指導方法等を発展的に生かすことができないといった状況も

見られている。」、「中・高等学校においては、文法・語彙等の知識がどれだけ身に

付いたかという点に重点が置かれた授業が行われ、外国語によるコミュニケーシ

ョン能力の育成を意識した取組、特に「話すこと」及び「書くこと」などの言語

活動が十分に行われていないことや、生徒の英語力では、習得した知識や経験を

生かし、コミュニケーションを行う目的・場面・状況等に応じて適切に表現する

ことなどに課題がある。」と指摘されている。

こうした課題を踏まえ、学習指導要領（平成 29 年告示 ※高等学校は平成 30

年度告示）では、小学校中学年に新たに外国語活動が導入されるとともに、高学

年において「読むこと」、「書くこと」を加えた教科として外国語が導入された。

また、外国語科の目標は、「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、「学び

に向かう力、人間性等」の三つの資質・能力を明確にした上で、各学校段階の学

びを接続させるとともに、外国語を使って何ができるようになるかを明確にする

ため、小・中・高等学校で一貫した「聞くこと」、「読むこと」、「話すこと［やり

取り］」、「話すこと［発表］」、「書くこと」の五つの領域別で英語の目標が設定さ

れた。小・中・高等学校における外国語教育は、これら五つの領域の言語活動を

通してコミュニケーションを図る資質・能力を育成することとされている。

（２）本県におけるこれまでの取組

本県では、小・中学校においては、学習指導要領の全面実施に向けて、研究指

定校を中心に、学習指導要領の趣旨を踏まえた指導方法等の研究を進め、その成

果を県内に発信してきた。また、高等学校においては、学習指導要領の趣旨や内

容について理解を図る研修を実施し、教科リーダーを中心に各学校で組織的に授

業改善に取り組んできた。
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その結果、下の表のように生徒の英語力は改善傾向が見られるが、生徒の授業

における英語による言語活動時間には課題が見られる。

（３）今後の取組の方向性

今後は、本県の児童生徒が主体的に外国語を用いて、表現したり伝え合ったり

することができるようにするために、各学校段階の学びを充実させ、学びの連続

性を意識した取組を一層進めていく。

小学校においては、高学年で「読むこと」、「書くこと」を指導するが、文字認

識やドリル的な活動に終始しがちである。これらについては、中学年の外国語活

動では指導しておらず、慣れ親しませることから指導することが必要である。ま

た、各学校の実態に応じて、学級担任による指導と一定の英語力を有する教員に

よる専科指導を両輪とした指導を行うため、各地域の小学校外国語教育の牽引役

となる専科教員を配置し、学習指導要領を踏まえた指導方法等の研究を一層進め

ていく。

求められる英語力※を有する生徒の割合（％）
生徒の授業における英語による

言語活動時間の割合（％）

※英語教育実施状況調査（文部科学省）
における、１年間の授業を通して、生
徒が英語で言語活動をしている時間の
占める割合が半分以上（50%以上）と回
答した学校の割合に基づく。

※広島市を除く。

広島県 R３ R４ R５

中学校 73.7 81.3 71.3

高等学校 51.5 52.0 49.4

※第四期教育振興基本計画において、「英語
力について、中学校卒業段階で CEFR の A1
レベル相当以上、高等学校卒業段階で
CEFR の A2 レベル相当以上を達成した中
高生の割合の増加（５年後目標値：６割
以上）」、「全ての都道府県・政令指定都市
において、中学校卒業段階で CEFR の A1
レベル相当以上、高等学校卒業段階で
CEFR の A2 レベル相当以上を達成した中
高生の割合を５年後までに５割以上にす
ることを目指す」と示されている。

※広島市を除く。

広島県 R３ R４ R５

中学校 45.7 45.0 47.3

高等学校 48.7 48.9 49.6

＜外国語科の実践＞小学校における取組

第６学年外国語科「My Best Memory」尾道市立高須小学校

【ねらい】
小学校生活の思い出について、友達や先生と伝え合うことを通して、人や

国によって多様な考えがあることに気付く。

児童は、一方的に話すことなく、相手の理解を確かめながら、聞き手に分
かりやすく伝わるよう、表現の仕方を工夫して小学校の思い出について発表
しました。自分たちの思い出を伝えるだけでなく、外国人（ALT）の思い出
も聞くことを通して、「日本の学校行事と全然違ったが、面白そう。」と外国
の文化と日本の文化には違いがあることや、それぞれによさがあることに気
付くことができました。
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中学校においては、研究推進校による英語授業の効果的な指導方法（５ラウン

ドシステム）等に関する実践的研究を行い、その研究成果を県内に発信していく。

また、生徒の英語によるコミュニケーションに対する意欲の向上を図るため、

県教育委員会が海外の教育機関と連携し、交流を希望する海外校の情報を提供す

るとともに、海外交流を位置付けた授業づくりの推進に取り組んでいる。

タイ王国との交流の様子 台湾との交流の様子 大韓民国との交流の様子

中学校における取組 ＜海外校とのオンライン交流を取り入れた実践＞

福山市立鷹取中学校 府中町立府中中学校 庄原市立庄原中学校

タイ王国、台湾、大韓民国の中学生に対して自己紹介をしたり、互いの学校

生活や文化等についてやり取りを行ったりしました。「自分の伝えたいことが

相手に伝わってうれしかった。」、「相手の国について知ることができ、忘れら

れない体験になった。」「様々な表現を身に付けて、更に会話が続けられるよう

にしたい。」と英語で伝え合う喜びや楽しさを実感する姿が見られるとともに、

英語で積極的にコミュニケーションを図ろうとする意欲の向上につながって

います。
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高等学校においては、学科等の特色を生かした授業改善を進めるとともに、デ

ジタル機器等を活用して空間的・時間的制約を緩和することによって、他の学校・

地域や海外との交流などが可能となることから、遠隔・オンライン授業※を含めた

授業づくりにも取り組んでいく。

※ 遠隔システムを用いて、同時双方向で学校同士をつないだ合同授業の実施や、専門家等の活用などを行うこと

を指す。また、授業の一部や家庭学習等において学びをより効果的にする動画等の素材を活用することを指す（文

部科学省「新時代の学びを支える先端技術活用推進方策（最終まとめ）」（令和元年６月））。

参考：本誌 第１章「教育におけるデジタル化」

本誌 第３章「国際教育」 Ｐ３－5

＜ＩＣＴを活用した実践＞ 県立廿日市高等学校

各グループで、辞書アプリやインターネットを使って英文を読解し、文中で取り上

げられている社会問題の解決方法を話し合いました。

最後は、解決方法をスライドにまとめて提案することにより、クラス全体で考えを

深めることができました。

高等学校における取組


